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事 業
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昭和42年度～ 根 拠
法 令

独立行政法人中小企業基盤整備機構法
埼玉県中小企業高度化資金貸付規則

款

針路 11
令和23年度 分野施策 1102
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　中小企業高度化資金に係る貸付け及び債権管理を適切
に行うため、中小企業高度化資金特別会計の管理指導費
に事務費財源の繰り出しを行う。

　中小企業高度化資金特別会計繰出金　952千円

（１）事業内容
      中小企業高度化資金貸付・債権管理事業の適切な実施のため、一般会計から中小企業高度化資金特別会計の
　　管理指導費に事務費の繰り出しを行う。
　　　中小企業高度化資金管理指導費(事務費)の財源の繰り出し　：　952千円

（２）事業計画
　　　高度化資金管理指導費のうち、債権管理に係る弁護士費用、企業診断助言に係る中小企業診断士費用等の事務費分
　　を繰り出す。

（３）事業効果
　　　高度化資金貸付金の適切な債権管理、資金貸付が可能となる。
　　　【活動指標(アウトプット)】貸付先ガス組合への貸付実行に係る組合員診断の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　貸付先事業協同組合県内組合員　2者
　　　【成果指標(アウトカム)】貸付先ガス組合への貸付額及び耐震化導管延長距離
　　　　　　　　　　　　　　　　令和8年度　1,540千円   215m２　事業主体及び負担区分

(県10/10)

３　地方財政措置の状況
なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.5人＝4,750千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
前年との

対比

決定額 952

前年額 1,061 1,061

― 産業労働部 53 ―

稼げる力の向上

952 △109

変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援



 

事業名

単位事業名 予算額 952千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 当初予算額 対前年度増減額

一般財源 952 △109

合計 952 △109

　
○歳出 （単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

繰出金 952 △109 中小企業高度化資金管理指導費（事務費）の財源の繰り出し

合計 952 △109

事業内訳書

中小企業高度化資金特別会計繰出金

中小企業高度化資金特別会計繰出金

主な内容

主な内容


